
省エネ家電
の購入・買換

【目的】 ①CO2の削減、②経済活性化、③地上デジタル放送対応テレビの普及
【開始時期】7月１日にエコポイント申請受付開始、8月に商品交換開始を予定

エコポイントの活用によるグリーン家電の普及＜2946億円＞
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カード（提供事業者が環境寄付を行
うなど、環境配慮型※のもの。
※公共交通機関利用カードを含む）

②地域振興に資するもの（地域商品券、
地域産品）

③省エネ・環境配慮に優れた商品
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７月１日～

８月（予定）

エアコン 冷蔵庫 テレビ

統一省エネラベ
ル４☆相当以上
の製品の購入

３.６kW以上 ９,０００
２.８ｋW、２.５ｋW ７,０００
２.２ｋW以下 ６,０００

５０１㍑以上 １０,０００
４０１－５００㍑ ９,０００
２５１－４００㍑ ６,０００
２５０㍑以下 ３,０００

４６V以上 ３６,０００
４２V、４０V ２３,０００
３７V １７,０００
３２V、２６V  １２,０００
２６V未満 ７,０００

さらに、リサイクル
（買換）を行う場合

３,０００ ５,０００ ３,０００

対象商品の販売（5月中旬～６月下旬）前年同月比 約20％程度増
(TV 約30%程度増、 エアコン約20%程度増、 冷蔵庫約30％程度増）

参考資料３



（基金対象事業の例）

補助金
【５５０億円】

○平成20年6月、地球温暖化対策推進法の改正により地域のＣＯ2削減計画の策定を義務付け。
○地方は、厳しい財政状況にある中で、さらなる環境対策の実施が必要とされている。
○都道府県等の地域環境保全基金を拡充して、取組を支援。

＜基金対象事業＞
（１）地球温暖化対策の推進（省エネ住宅、環境負荷の少ない交通・

エネルギーインフラ等の整備等）
（２）アスベスト廃棄物、不法投棄等の処理の推進
（３）微量ＰＣＢ廃棄物の処理の推進
（４）漂流・漂着ゴミの回収・処理等の推進 等

市民出資による
太陽光パネル設置

（※）地域環境保全基金：環境保全に関する知識の普及・啓発などの地域環境保全活動を支援するため、平成元年度補正
予算により、全国の都道府県及び指定都市に設置した基金。

地域グリーンニューディール基金の創設 ＜550億円＞
（地域環境保全基金の拡充）

国

都道府県・指定都市 【地域環境保全基金】

住宅断熱リフォーム・地方公共団体事業への充当、
民間事業者への補助、利子助成等

コミュニティサイクル

微量PCB混入廃棄
物の処理促進

「地域の活性化」と「低炭素化・エコ化」を同時に推進

・３年間で取り崩して活用

漂流・漂着ゴミの
回収・処理

地球温暖化対策推進法に基づく地域計画等、国全体として進めるべき取組を支援

事業計画 事業実績報告



○主要企業が赤字決算となるなど、現下の厳しい経済状況下の中で、環境投資等を促進するため、

環境ビジネス等に資金を流れやすくするための仕組みを創設する。（企業が赤字の中では投資

減税だけでは不十分）

○具体的には、時限的に下記の３年間の無利子融資制度を創設することにより、温暖化対策等環境

ビジネスに取り組む企業等を支援する。

京都議定書目標達成特別支援融資制度
（３年間の緊急無利子融資（利子補給）制度）

対象金融機関 ○温暖化対策に係る環境格付手法を実施する金融機関

融資条件 ○以下のいずれかの誓約を行った事業者
①３年間でＣＯ２排出原単位６％改善又はＣＯ２排出量６％
削減
②５年間でＣＯ２排出原単位10％改善又はＣＯ２排出量10％
削減

対象範囲 温暖化対策に係る設備投資

①利子補給対象融資限度額 １００億円／件

②利子補給率上限 ３％（無利子を上限）

国からの交付方法 予算措置により、基金（環境保全型経営促進基金）を創設し、３年
間分の所要額を交付

環境投資に係る緊急無利子融資制度の創設 ＜４５億円＞


